
大崎地域広域行政事務組合施設清掃業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

  施設清掃業務（大崎広域本庁舎） 

 

２ 目的 

  庁舎内を清潔に保持すること 

 

３ 業務内容 

（１）日常清掃業務【１日あたり５時間】 

場  所 面積 回数 

（１） １階から５階までのトイレ，２階洗面室１，４階

洗面室３，廊下，階段，エレベーター室内，共有

部清掃【黄色塗部分】 

 

1,228.86㎡ 
週３回（隔日）

×51週×３年 

（２） ５階多目的講堂，５階会議室【水色塗部分】 286.12㎡ 
週２回×51週

×３年 

（３） ４階４－４女子トイレ【橙色塗部分】 2.84㎡ 
週１回×51週

×３年 

 

（２） 定期清掃業務 

場  所 面積 回数 

ワックス清掃【赤枠囲み部分】 

（多目的講堂・廊下・階段・トイレ・共有部） 

※エレベーター室内除く。 

1,438.49㎡ 

年２回×３年 

カーペット清掃①【青枠囲み部分】 

（３階研修室，５階会議室） 
192.27㎡ 

カーペット清掃②【緑枠囲み部分】 

（２階：消防隊・救急隊仮眠室， 

３階：古川消防署事務室・女性用仮眠室， 

４階：消防本部事務室，災害対応室，警防課事務室，

通信指令センター，防災無線室，警防課仮眠室 

５階：事務局・会計事務室，副管理者室，小会議室，

会議室，議会・監査事務室） 

1,332.53㎡ 
契約期間中 

１回 

３階食堂厨房換気扇清掃【赤色塗部分】 

（パナソニック製天吊型 FY-23TCS3） 
１台 年１回×３年 

 



（３） その他 

ア 清掃業務に係る消耗品及び備品の一切は，すべて受注者の負担とする 

こと。 

イ 日常清掃業務の「週３回」とは，隔日（原則として，月・水・金）とす

ること。 

ウ 日常清掃業務の「週１回」及び「週２回」とは，原則として，週３回の

清掃日のうちいずれかの日に行うこと。 

エ 定期清掃業務の「年２回」とは，上半期及び下半期各１回（原則として，

８月・２月）とすること。 

オ 定期清掃業務の「年１回」及び「契約期間中に１回」とは，受注者と日

程を調整したうえで行うこと。 

カ カーペット清掃については OA 機器類の配線を考慮し作業を実施する

こと。 

 

４ 業務委託期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

５ 業務場所 

  大崎市古川千手寺町二丁目５番２０号 

  詳細は別紙のとおり 

 

６ 支払方法 

  年４回払い（３か月に１回） 

 

７ 入札方法 

  ３か年総額（税抜）とすること 

 

８ 提出図書等 

（１）着手前提出書類 

受注者は，契約締結後下記の図書等を作成し提出するものとする。 

ア 着手届及び業務工程表  １部 

イ 管理技術者等通知書   １部 

ウ その他指示する書類  各１部 

（２）業務期間満了時の提出書類 

ア 給付完了通知書     １部 

イ その他指示する書類  各１部 

 

９ その他 



（１）長期継続契約について 

ア 本業務は長期継続契約であるため，翌年度以降における発注者の歳出 

予算において，既契約済の契約金額について減額又は削除されたときは， 

発注者は契約を変更し，又は解除することができるものとする。 

イ 受注者は，前項の規定によりこの契約を変更し，又は解除された場合

において，受注者に損害が生じたときは，発注者は，受注者に対して損

害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は，協議して

定めるものとする。 

 

（２）暴力団等の排除について 

ア この契約の履行期間中に「大崎地域広域行政事務組合が発注する建設

工事等からの暴力団等排除措置要綱」（平成２４年１０月１日施行。以下

「排除要綱」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約

を解除することがある。 

イ 発注者から指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者にこの

契約の全部又は一部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。ま

た，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，排除要綱の措置要件

に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることが

ある。 

ウ この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員

等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への

通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。

また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不

当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察に通報を行うとともに捜

査上必要な協力を行い，直接元請負人に報告する措置を行うよう指導す

ること。なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，

捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で，これにより，履

行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは，必要に応じて，

工程の調整，工期の延長等の措置を講じる。 
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風除室 磁器質タイル 13.86 ○ ○

エントランスホール・防火展示室 フローリング 99.33 ○ ○ ○

職員玄関 ビニール床シート 27.41 ○ ○ ○

階段１ ビニール床シート 10.84 ○ ○ ○

便所１-１（女） ビニール床シート 3.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所１-２（男） ビニール床シート 6.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

階段２ ビニール床シート 6.03 ○ ○

階段３ ビニール床シート 8.6 ○ ○

階段１ ビニール床シート 26.86 ○ ○

階段２ ビニール床シート 19.89 ○ ○

階段３ ビニール床シート 27.81 ○ ○

廊下２-１ ビニール床シート ○ ○ ○

洗面室１ ビニール床シート ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所２-１（男） ビニール床シート 4.13 ○ ○ ○ ○ ○ ○

見学スペース ビニール床シート 36.09 ○ ○ ○ ○

救急隊仮眠室１・２・３ カーペット 27.03 ○

救急隊仮眠室４・５・６ カーペット 26.58 ○

消防隊仮眠室１・２・３ カーペット 25.54 ○

消防隊仮眠室４・５・６ カーペット 24.9 ○

消防隊仮眠室７・８・９ カーペット 25.49 ○

消防隊仮眠室１０・１１・１２ カーペット 25.49 ○

３階ホール ビニール床シート 78.86 ○ ○ ○ ○

廊下３-１ ビニール床シート 69.7 ○ ○ ○

廊下３-２ ビニール床シート 17.09 ○ ○ ○

階段１ ビニール床シート 26.86 ○ ○ ○

階段２ ビニール床シート 19.89 ○ ○ ○

階段３ ビニール床シート 27.81 ○ ○ ○

研修室 カーペット 132.12 ○

便所３-１（男） ビニール床シート 17.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所３-２（女） ビニール床シート 23.53 ○ ○ ○ ○ ○ ○

多機能便所１ ビニール床シート 5.54 ○ ○ ○ ○ ○ ○

古川消防署事務室 カーペット 232.07 ○

署長室 カーペット 28.35 ○

女性用仮眠室１ カーペット 8.1 ○

女性用仮眠室２ カーペット 8.1 ○

女性用仮眠室３ カーペット 7.8 ○

女性用仮眠室４ カーペット 8.1 ○

食堂厨房（パナソニック製天吊型換気扇） FY-23TCS3 - ○

棟別 清掃箇所

１階

３階

２階

定期清掃

床材質等

日常清掃

面積 ㎡

79.92



化
学
モ
ッ

プ

床
拭
き
清
掃

吸
塵
清
掃

水
拭
き
清
掃

鏡
・
陶
器

清
掃
衛
生

ペ
ー

パ
ー

水
石
鹸
補
充

ご
み
処
理

床
面
洗
浄

ワ
ッ

ク
ス
塗

カ
ー

ペ
ッ

ト

清
掃
①

カ
ー

ペ
ッ

ト

清
掃
②

換
気
扇
清
掃

棟別 清掃箇所

定期清掃

床材質等

日常清掃

面積 ㎡

４階ホール ビニール床シート 80.85 ○ ○

廊下４-１ ビニール床シート ○ ○ ○

洗面室３ ビニール床シート ○ ○ ○ ○ ○ ○

廊下４-２ ビニール床シート 17.09 ○ ○ ○

階段１ ビニール床シート 26.86 ○ ○ ○

階段２ ビニール床シート 19.89 ○ ○ ○

階段３ ビニール床シート 27.81 ○ ○ ○

便所４-１（男） ビニール床シート 17.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所４-２（女） ビニール床シート 23.53 ○ ○ ○ ○ ○ ○

多機能便所２ ビニール床シート 5.54 ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所４-３（男） ビニール床シート 6.55 ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所４-４（女） ビニール床シート 2.84 ○ ○ ○ ○ ○

消防長室 カーペット 38.3 ○

小会議室１ カーペット 30.07 ○

消防本部事務室 カーペット 182.8 ○

災害対応室 カーペット 91.4 ○

警防課事務室 カーペット 55.7 ○

通信指令センター カーペット 92.47 ○

警防課仮眠室１・２・３ カーペット 24 ○

警防課仮眠室４・５・６ カーペット 24.57 ○

警防課仮眠室７ カーペット 8.87 ○

多目的講堂 フローリング 225.97 ○ ○ ○

廊下５-１ ビニール床シート 61.89 ○ ○ ○

廊下５-２ ビニール床シート 17.09 ○ ○ ○

５階ホール ビニール床シート 84.47 ○ ○ ○

会議室 カーペット 60.15 ○ ○ ○

階段１ ビニール床シート 26.86 ○ ○ ○

階段３ ビニール床シート 27.81 ○ ○ ○

便所５-１（男） ビニール床シート 17.63 ○ ○ ○ ○ ○ ○

便所５-２（女） ビニール床シート 22.55 ○ ○ ○ ○ ○ ○

多機能便所３ ビニール床シート 4.95 ○ ○ ○ ○ ○ ○

事務局事務室 カーペット 210.25 ○

正・副管理者室 カーペット 42.19 ○

小会議室２ カーペット 26.67 ○

議会事務室・監査事務局 カーペット 57.69 ○

エレベー
ター(1機)

室内（床及び壁面） 磁器質タイル 5.32 ○ ○ ○

５階

４階

77.37














